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※　問題１と問題２の解答は、別々の解答用紙に記入して下さい。

問題１

　甲男と乙女は夫婦で、長年にわたり町工場を営んできた。取引先の受注に応えるため

に、新型の工作機械を導入することにした。取引先の丙から２０００万円の融資をうけ

ることになり、担保の提供を求められた。しかし、甲所有の工場の土地と建物はすでに

銀行の抵当権が設定されていたために、やむなく甲は、乙に無断で、乙所有の土地に、

乙の代理人として、丙のために抵当権を設定し、登記も行なった。それをうけて、甲と

丙は２０００万円の貸金について、利息年２０％（単利）、遅延利息年２０％（単利）、

元利金の返済は２年後とする旨の金銭消費貸借契約を締結した後に、丙は２０００万円

を甲に融資した。甲は、弁済期到来後６００万円については返済したが、甲の事業は、

その後、業績が悪化し、破綻した。丙は、乙の土地について抵当権を実行することにし

た。

　以上の事実関係の下で、次の設問に答えなさい。

（１）乙は、丙に対して、当該抵当権の設定が、甲の無権代理によるものであると主張

し、これに対して、丙は表見代理の成立を主張した。

　　　丙の主張の法的根拠を説明するとともに、これに対する乙の主張についても論じ

なさい。

（２）仮に表見代理が認められるとしても、抵当権の設定当時、被担保債権２０００万

円の貸金債権は成立していないと、乙は主張した。

　　　乙の主張の法的根拠を説明するとともに、当該主張が法的に認められるかどうか

を論じなさい。

（３）本件において、丙が抵当権を実行することによって、弁済期から４年後の時点に

おいて、優先弁済を得られる金額を、根拠を示した上で解答しなさい。

問題２

　平成１３年、１４年および１５年の商法（商法特例法を含む）改正について、最も関

心をもった項目を１つ選んで論じなさい。


